
2B04 標準化活動と 知的財産権 

0 山田 肇 ( 日本電信電話 ) 

1.  はじめに するが、 使用に当たっては「合理的な 条件」 

知的活動の成果であ る特許権 などは、 その を課すということであ る。 「合理的な条件」 

財産を作り上げる 努力をした者があ る期間独 とは、 普通は知的財産権 の使用料のことであ 

占 的に使用できるというのが、 知的財産権 の る 。 使用料は交渉によって 決定する。 もし交 

考え方であ る。 一方、 標準化活動では、 その 渉相手が魅力的な 知的財産権 を保有していれ 

成果物であ る標準は広く 世の中に提供されて ば 、 その使用を許諾するように 交渉すること 

はじめて価値が 出る。 も 、 合理的な条件の 交渉に含まれる。 

多くの標準化団体が 知的財産権 の取り扱い 

ルールを定めている。 これは独占の 考え方が 

強すぎると標準化活動が 停止してしまうので、 3. 取り扱いルールの 歴史 

これを事前に 防止するために、 知的財産権 の 知的財産権 取り扱いルールはどのような 歴 

Ⅱ張を弱めるルールをあ らかじめ用意しょう 史で形成されてきたのだろうか。 アメリカ国 

と 定められたものであ る，。 家 標準機構 甜 qSI は 1974  年に特許権 の取り扱 

ぃ ルールを定めた ，。 そのルールには「技術的 

に合理的であ るならば」という 条件の下で、 

2. 知的財産権 取り扱いルール 「標準に特許化された 事項が含まれることに 

標準化団体の 知的財産権 取り扱いルールに 反対しない」と 書かれていた。 その上でがり SI 

は類似点が多い。 標準に知的財産権 が関係し に信任されている 標準化団体がその 標準案に 

たとき、 知的財産権 者が取り得る 、 多くの団 関連するアメリカ 特許の権 利者を見つけ、 そ 

体 に共通な二つの 選択肢は次の 通りであ る。 の 特許権 者から「無償での 使用許諾」、 あ る 

いは 「合理的な条件で 非差別的に許諾」の 声 

① 無償の使用許諾 明を受領した 場合に、 甜 @4sn 標準として承認す 

② 合理的な条件で 非差別的に許諾 るという手順が 記述されていた。 さらに「 合 

理的な条件」自体も、 甜 vSI の理事会でレビュ 

「無償の使用許諾」とは、 知的財産権 の保 一されるということになっていた。 

有 者が 、 誰にでも無償で 使用を許諾するとい 筆者が調べた 限り、 この ぬ vSI の特許権 取り 

ぅ 意味であ る。 知的財産権 の独占的な使用権 扱いルールが 最も古 い ルールであ る。 興味深 

を全面的に放棄し、 その上、 放棄の代償も 求 いのは、 多くの公的標準化団体やフォーラム 

めないということであ る。 の ルールがこのⅢ vSI ルールによく 似ている 

「合理的な条件で 非差別的に許諾」とは、 ことであ る。 

知的財産権 の保有者は、 誰にでも使用を 許諾 標準化活動は 技術の普及が 目的なので、 知 
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的 財産権 者に独占的な 使用権 を放棄させる 必 

要があ る。 しかしこの行為は、 企業が集まっ 

て知的財産権 を相互に密かに 融通し合い、 そ 

れによって市場で 優越的な地位を 築く行為に 

類似している。 そして後者であ れば、 独占禁 

止の観点から、 法律違反を指摘される 危険性 
があ る。 

アメリカでは 1980 年代前半まで 企業間での 

共同研究開発行為が 反トラスト法によって 厳 

しく制限されていた。 しかし 1984 年に国家共 

同研究 法 NCRA が成立してこれが 緩和された。 

この法律の趣旨に 沿って多くのフォーラムが 

設立され、 届け出が司法省と 連邦取り引き 委 

員会に提出された。 

このように NCRA 法に基づく届け 出があ る 

ことは、 それぞれの フ オーラムに反トラスト 

法のリスクを 減じようという 意思が働いたた 

めと解釈できる。 そして、 これらの フ オーラ 

ムで知的財産権 取り扱いルールを 作る際に 、 

すでに認知されていた 抽 vSI ルールを参考に 

して反トラスト 法の危険を一層減じようとし 

たと考えれば、 多くの団体のルールが 類似し 

ていることが 納得できる。 

国際電気通信連合・ 電気通信標準化部門 

ITU-T の前身組織であ る CCITT は、 1985 年に 

特許権 に関する取り 扱いルールを 定めた。 こ 

のルールの特徴は 拍 VSI ルールでの二つの 選 

択肢に 加えて、 「これら二つのいずれにも 従 

わないと特許権 者が宣言した 場合には標準化 

しない」という 一項を付け加えたことにあ る。 

非差別的なライセンスが 出来ないという 宣 
  
言 が出された場合には、 どの標準化団体も 標 

準化作業を停止させるであ ろうが、 それを 

ITU-T のように明文化するか、 明文化しないか 

ほ ついては団体によって 意思が分かれている。 

明文化したほうがいいと 考えている団体は、 

このようにすれば 標準がどこでも、 誰でも 利 

用 できるようになると 考えている。 しかしあ 

る標準に関係する 特許権 の保有者が、 全員標 

準化活動に参加していることは 保証できない。 

したがって標準化された 後に、 突然特許侵害 

で 訴えられる危険は、 明文化しても 依然とし 

て残っている。 こう考える団体は、 特許に関 

する宣言は分かる 範囲での情報を 提供するも 

のに過ぎないと 割り切り、 明文化をしない。 

後者の団体は、 標準に「この 規格の一部が、 

技術的性質をもっ 特許権 、 出願公開後の 特許 

出願、 実用新案権 、 または出願公開後の 実用 

新案登録出願に 抵触する可能性があ ることに 

注意を喚起する。 主務大臣及び 日本工業標準 

調査会は 、 。 この ょう な技術的性質をもっ 特許 

権 、 出願公開後の 特許出願、 実用新案権 、 ま 

たは出願公開後の 実用新案登録出願にかかわ 

る確認について、 責任は持たない」といった 

注意書きを添える 場合が多い ， 。 

4. ITU.T が受領した特許声明 

標準に知的財産権 が関係している 場合、 そ 

の知的財産権 の保有者は知的財産声明を 標準 

他 団体に提出する。 どの程度、 知的財産声明 

を受領しているかについて 情報を公開してい 

る標準化団体はあ まりないが、 ITU-T は特許声 

明のデータベースを 世の中にオープンにして 

いる数少ない 機関であ る 4 。 そこでこのデータ 

ベースから得られる 情報を分析してみよう。 

ITU-T の特許声明データベースには、 1999 

年 4 月現在、 696 件のデータが 掲載され、 しか 

も日々増加の 一途をたどっている。 696 件の特 

許声明のうち、 「無償の使用許諾」を 認めた 

ものはわずか 17 件であ る。 また「特許の 使用 

を 認めない」としたものは 1 件で、 これに関 

係する標準化活動は 停止している。 残りは、 

明確に宣言していない 少数の例外を 除いて、 
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すべて「合理的な 条件で非差別的に 許諾」を 

選択している。 

表 1 には多くの特許声明が 集まった標準の 

番号と名称を 示した。 これらの多くは、 画像 

や 音声の符号化技術に 関するもので、 ここに 

各企業の関心が 最も集まっている。 これは符 

号化技術で、 通信としての 性能が決まるから 

であ る 5 。 

特許声明の提出時期を 整理すると、 表 2 が 

得られる。 この表から、 特許声明の提出が 1990 

年代の後半になって 、 急に増加したことがわ 

かる。 

特許声明の提出が 多 い 企業を表 3 に示す。 

この表には日本企業が NTT 、 富士通、 三菱電 

機、 NEC 、 KDD と五社も登場している。 ァメ 

リカ企業の特許声明の 多いことは、 元々知的 

財産権 を重視するという 国の姿勢から 予想さ 

れていたことだが、 日本企業がそれに 負けな 

いほど特許声明を 提出していることは 意外に 

すら感じるかもしれない。 特許声明が多いと 

いうことは、 それだけその 企業の技術が 標準 

に採用されたということであ る。 それゆえ 

ITU-T に技術的に最も 貢献しているのは、 日本 

と アメリカの企業群であ るということが 出来 

る。 

なおル一セントは 以前の AT&T から電気通 

信機器メーカの 部分が分離独立して 誕生した 

企業で、 AT&T の知的財産権 を継承している 

ので、 これを足し合わせると 特許声明数は 52 

となり、   - 気に第ニ位に 踊り出る。 

表 1  多くの特許声明が 集まった ITU-T 標準の例 
I                                           名称 l 声明敏 

l H.262 l 動画及びそれに 付随する音声の 符号化     
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l H.222.0 I ATM 環境でのオーディオ・ビジュアル 通信     
G,723.1 ピ ｜ 5 3 キ ッ トと 6.3 キロビット / 秒の音声符号化 31 

表 2  特許声明の提出時期の 分布 
提出時期 1989  以前 1990 1991 Ⅰ 992 Ⅰ 993 

声明 数 58 7 6 24 39 

提出時期 1994 Ⅰ 995 1996 1997 1998 

声明 数 84 85 72 76 221 

表 3 特許声明の提出の 多 い 企業 

企業名 声明 数 企業名 声明 数 

NTT 70  三菱電機 18 

AT&T   38  ITI   18 

富士通   381NEC   Ⅰ 7 

IBM 

Nortel@Networks 

Semens 

34 KDD 14 

21@ Lucent@Technolo@ ies 14 

20 
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5. 知的財産権 を提供する利益 

標準化に関係して「合理的な 条件で非差別 

的に許諾」を 認めた知的財産権 者が得ること 

のできる利益を 考えよう。 。 

5.1 知的財産権 の使用料収入 

最もわかりやすいのは 知的財産権 の使用料 

収入であ る。 例えば日本ビクターは vHs 方式 

の技術を多くの 企業に許諾し、 その代わり 使 

用 料を得ている。 この使用料が 1981 年ごろか 

ら 急 、 激に増加し始め、 1989 年には約 170 億円 

に達したことが 報告されている ，。 最近の有価 

証券報告書によると、 日本ビクターは 22 社に 

VTR の特許の使用を 許諾し、 180 社にビデオ 

テーブカセットのノウハウを 供与していると 

のことであ る。 そして 1997 年 3 月期には 27.8 

億円の、 1998 年 3 月期には 29.3 億円の特許権 

使用料を得ている ，。 この金額は、 1998 年 3 月 

期の経常利益の 36% という巨額であ る。 

5.2  使用料の支払いの 不要 

第二の利益は「知的財産権 の使用料を支払 
う必要がない」という 利益であ る。 

仮に A 、 B 、 C 、 D の四社の知的財産権 が 、 

あ る標準を実施するときに 必ず必要になると 

しよう。 A 社と B 社が互いに無償で 知的財産 

権 の使用を許諾し 合うというように、 A 、 B 、 

C 、 D 社が相互に認め 合えば、 四社はいずれも 

無償で知的財産権 を使用できることになる。 

これはそれぞれの 企業の立場で 考えれば、 一 

つの権 利で差し出すことで 三つの権 利を得る 

ことに相当する。 

次に E 社という第五の 企業が、 その標準の 

実施を希望したとする。 この E 社は A 、 B 、 C 、 

D 社のすべてから 使用を許諾してもらう 必要 

があ るが、 代わりに差し 出すものがない 場合 

には、 すべて有償になってしまう。 これでは 

先の四社に比べて、 コスト的に不利になる。 

以上に述べたように、 標準が出来てからそ 

れを実施しようと 考える後発 E 社には問題と 

なる使用料を、 標準の中に自社の 知的財産権 

を 入れておいた A 、 B 、 C 、 D 社は避けること 

が出来るのであ る。 

5.3  技術資産の早期利用 

第三の利益は、 知的財産権 を生み出す研究 

開発過程におけるノウハウや 周辺技術などの 

技術資産の価値を 利用できることであ る。 そ 

の 権 利者の知的財産権 を含む標準が 作成され、 

その知的財産権 に密接に関連する 技術資産を 

早期に利用する 機会が得られることは、 標準 

が出来てからそれを 利用しようと 考える後発 
企業に対する 大きなアドバンテージになる ; 

後発企業がノウハウや 周辺技術を開発するの 

に要する時間を、 先発企業は市場の 開拓に 利 

用 することが出来るのであ る。 

そもそも自社の 技術を標準にすることに 各 

企業が力を入れるのは、 この先行者利益を 享 

受するためであ る。 山田英夫はその 著書で、 

「導入朝に市場を 制すれば、 その後、 勝者にな 

る可能性が高く、 このため、 いかに導入期を 

制するかに戦略を 集中すべきであ る」と繰り 

返し強調している。 。 

5.4 代替技術開発の 遅延 

第四に代替技術の 開発を遅らせる 効果があ 

る。 標準化の過程で 知的財産権 者が知的財産 

権 を使用許諾しないことを 明らかにすれば、 

他は当然、 その知的財産権 を回避しようと 考 

える。 この結果として 代替技術が開発されれ 

ば、 最初の知的財産権 はその有効性を 失って 

しまう。 逆に誰でもが 利用できるようにする 

ことで代替技術の 開発インセンティブを 減じ 

ることが出来れば、 それだけ先行者利益を 享 
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愛 する期間が長くなる。 

第三世代移動通信システムの 標準化では、 

現在のシステムに 多額を投資済みの 多くの通 

信事業者が 、 新システム と現 システムの ネッ 

トワーク部分には 互換性が必要との 立場に立 

っており、 これを 現 システムの機器メーカも 

支持している。 第三世代システム 用に新たな 

ネットワークを 開発しないということは、 一 

から設備を準備する 必要があ る新たな参入事 

業者に対して 大きな障壁を 築くことに相当し、 

既存の通信事業者に 有利な決定であ る。 

5.5 使用許諾の不可避性 

第五番目は、 企業にとっては 利益には相当 

しないかも知れないが、 いずれにしろ 使用の 
許諾が必要だということであ る。 一つの標準 

ほ ついて二社が 知的財産権 を保有していると 

しょう。 この場合、 一方が市場を 独占しよう 

としても、 その知的財産権 者は他方から 使用 

許諾を受けなければ 製品を作ることができな 

い 。 この交渉でライセンスの 条件として自ら 

の必須の権 利を使用許諾せざるを 得ないこと 

になれば、 結局、 双方が市場にサービス・ 製 

品口を投入できるようになる。 こうして、 最早 

市場を独占することは 出来ないのであ る。 

このように一つの 標準に対して 複数の知的 

財産権 者が存在する 場合には、 市場独占はも 

ともと困難なのだから、 標準に利用されるこ 

とによってクロスライセンスの 可能性が生ま 

れたと捉える 方がよいと思われる。 

5.6 使用許諾交渉の 容易化 

最後の利益は「他社からの 使用許諾交渉が 

容易になる」という 利益で、 交渉の困難さに 

関係することであ る。 この交渉は標準化が 関 

保 する方が、 関係しない場合より 容易と推測 

される。 

標準化が関係すれば、 それに参画した 企業 

はほとんどすべて「合理的な 条件で非差別的 

に許諾」を了解している。 したがってこの 場 

合には、 許諾は前提として、 条件だけを交渉 

すればよい。 一方、 標準化されていない 時に 

は、 許諾自体から 交渉をはじめなければなら 

ない。 前者と後者でその 困難さに大差があ る 

ことは明らかであ ろう。 

6. 取り扱いルールの 問題点 

知的財産権 取り扱いルールは、 独占 権 であ 

る知的財産権 があ っても標準化活動が 進めら 

れるように定められたものであ る。 企業にと 

って技術を独占するか、 それとも 他と 共有す 

るかは微妙な 問題であ る。 知的財産権 を担当 

する立場に立てば、 出来る限り独占を 守ろう 

と考えるであ ろう。 標準化を促進しようとい 

う 立場に立てば、 障害となる知的財産権 を出 

来る限り放棄させようと 考えるであ ろう。 こ 

のようにして、 知的財産権 取り扱いルールは 

知的財産権 関係者からも 標準化活動関係者か 

らも中途半端との 指摘を受けている。 

企業の知的財産関係者が 集まった特許と 技 

術標準委員会は、 各種の標準化団体の 取り扱 

いルールについて、 次のような問題点を 列挙 

している ' 。 。 

① 対象とする知的財産権 の種類が特許権 に 

限定されている 場合が多いが、 プロバラ 

ム著作権 などについてもルール 化が必要 

であ ること 

② 特許情報を提供する 範囲について 必須 特 

許に限るのか 周辺特許も含むのか、 成立 

済みの特許のみとするか 出願明夫公開も 

含め油範囲とするか 等があ いまいであ る 

フと 

一 288 一 



③ 権 利者の選択肢であ る「合理的な 条件で、 
かつ非差別的に 許諾」の尺度が 明確でな 

いこと ④ 許諾条件交渉を 当事者に任せっ き り 6 し 

ていること 

⑤ 許諾拒否時の 対処法として、 標準として 

採択しない以外の 方法がないこと 

このような問題点を 解決する努力は、 標準 

化団体でも始められたばかりであ る。 知的財 

産権 の取り扱いルールは、 今後も改善されて 

いくと考えられる " 。 

7. まとめ 

標準化活動は、 企業にとっては 戦略的技術 

提携の選択肢の 一つであ る。 一方、 知的財産 

権 は独占して使用する 権 利と、 他者に使用を 

許諾する権 利の組み合わせであ る。 標準化活 

動に知的財産権 が関係する場合には、 独占し 

て使用する権 利よりも他者に 使用を許諾する 

権 利としての性格が 優先される。 

それゆえ、 技術提携の方法として 標準化活 

動によることを 選択した場合には、 知的財産 

権 の保有者は少なくと「合理的な 条件で非差 

別的に許諾」を 受け入れることになる。 しか 

し 、 そのようにしても 権 利者は様々な 利益が 

期待できるのであ る。 
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